
 

令和５年８月２１日 

                                四 国 運 輸 局 

（案） 

新居浜市の減便・ダイヤ変更の認可について 

 

四国運輸局は、大島～黒島航路を運航する新居浜市から申請のあった、減便・運航ダ

イヤを変更する運航計画変更認可申請を、令和 5年 8月 21日付で認可しましたのでお

知らせします。 

 

1.申請者 

    新居浜市  

   愛媛県新居浜市一宮町一丁目 5番 1号 TEL 0897-66-7010 

 

2.変更区間 

   ・大島～黒島 間 

別紙「航路図」参照 

 

3.変更の概要 

    別紙「ダイヤ表」のとおり 

 

   4.変更予定日 

    令和 5年 10月 1日 

 

5.変更の理由 

    経営の効率化を図るため。 

 

 

 

 

 

四国運輸局 
国土交通省 

（問い合わせ先）四国運輸局海事振興部 

担当：離島航路活性化調整官 松本 

海運・港運課      澤  

電話：087-802-6807 
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※危険物専用便は、①毎週木曜日。祝祭日に当たる場合は翌日、②毎月7
  日及び21日。木曜日又は祝祭日に当たる場合は翌日に運航。

※緊急車両の搬送は、定期運航時間外については臨時貸切運航にて対応。

※危険物専用便は、①毎週木曜日。祝祭日に当たる場合は翌日、②毎月7
  日及び21日。木曜日又は祝祭日に当たる場合は翌日に運航。

※緊急車両の搬送は、定期運航時間外については臨時貸切運航にて対応。

大島 黒島 黒島 大島 大島 黒島

19:40 19:55

21:25 21:40

14:30 14:45

15:40 15:55

16:40 16:55

21:05 21:20

16:15

12:05 12:20 12:30 12:45 12:05 12:20 12:30 12:45

大島

6:45 7:00

7:40 7:55

8:40 8:55

6:20 6:35

7:10 7:25

8:15 8:30

大島

黒島


